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北陸農政局交渉（全農林労働組合中央本部）

議 事 要 旨

１ 日 時： 令和元年８月８日（木） １７：２３～１７：４０（１７分）

２ 場 所： 北陸農政局入札室（７Ｆ）

３ 出 席 者：

北陸農政局 大坂 浩之 総務管理官

同 走出 英樹 総務課長

同 吉良 俊賢 総務課課長補佐（人事）

同 星野 貴男 総務課管理官

同 南 麻里子 総務課服務・管理係長

全農林労働組合 大滝 重之 中央執行委員

同 小坂 聡 中央執行委員(北陸駐在)

４ 議 題： １８全農林要求第９号要求書回答

（全農林労働組合中央本部提出 別添「要求書 ）」

５ 議事概要：

（走出総務課長）

ただいまから、全農林中央本部からの要求に基づく交渉を開始します。

本日の交渉に先立ちまして、国家公務員法第１０８条の５の規定に基づく予備交渉の段階で取

り決めました事項を報告いたします。

全農林中央本部から提出されました要求事項のうち「新たな労使関係の構築に関する基本方針

について」第３の１の（３）に定められた要件を満たし、交渉対象とする事項は、

要求書「Ⅰ 労働条件の改善について」の

２の【厳格な勤務時間管理体制を確立し、事前命令の徹底、実効ある超過勤務縮減対策の実施

により、超過勤務を縮減すること】の部分、

４の【官用車による出張が長距離化していることから、官用車の機能向上などの安全対策に万

全を期すこと】の部分、

５の【セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等を根絶する】及び【風通しのよい職

場を構築すること】の部分、

「Ⅱ 福利厚生施設等について」の【メンタルヘルス対策の充実・強化を図る】を除く部分、

「Ⅲ 障がい者雇用について 「Ⅳ 労使関係について」の事項を交渉対象とし、」、

その他の事項については、管理運営事項等に該当するため要望事項として承るとの整理をいた

しましたので、これを前提としまして交渉を開始します。

（大滝中央執行委員）

私たち、北陸農政局に働く組合員は、公務・公共サービスの担い手として、国民の生活を支え

ていくため、農政の推進はもとより、自然災害等をはじめとする緊急時対応に使命感と責任をも

って、日夜を問わず職務遂行に邁進しているところです。

しかし、職場は連年に亘る定員削減による要員不足、新規採用の抑制に伴う高齢化、それら

からくるモチベーションの低下、専門性の継承問題や将来不安など、課題が山積しています。ま

た、業務の見直しがなかなか進まない中、一方で業務内容は年々高度化、複雑化し業務量も増加

するなど、労働条件も益々厳しくなってきています。
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全国各地で持続可能な農林水産行政を着実に推進していくためには、必要な予算・定員の確

保、人材育成や専門性の継続の実現を図ることが重要であり、そのためには、今後、退職者が増

加する地方組織において、これまでの地方に偏重した定員削減割当を見直すとともに、長年、求

めてきた、地方農政局等の業務の継承のため、県域拠点への新規採用者及び若手職員、フルタイ

ム再任用職員を早急かつ確実に配置することを強く求めます。

本日の要求事項については、これまでの未解決事項であったり、労働条件に直結する喫緊の

課題であることから、北陸農政局として解決できる事項は早急に対応していただき、また、管理

運営事項、権限外事項についても、併せてご尽力いただけるよう、冒頭、お願いします。それで

は、要求書に対する回答をいただきたい。

（大坂総務管理官）

ただいま、承りました要求事項につきましては、当局としましても、適切な対応に努めてまい

りたいと思います。

それでは、要求事項のうち、交渉対象となった事項につきまして回答いたします。

Ⅰの２の「厳格な勤務時間管理体制を確立し、事前命令の徹底、実効ある超過勤務縮減対策

の実施により、超過勤務を縮減すること」についてですが、

当局の超過勤務縮減対策は、本年４月から超過勤務の上限規制が導入されたことから、より

一層の勤務時間管理の厳格化と事前命令の徹底について、管内の勤務管理者に対して指導してい

るところです。また、従来から平成２４年５月に発出した「局議申し合わせ」及び「総務管理官

通知」により、事前命令の徹底、業務効率化及び平準化による退庁しやすい環境整備、上限目安

時間の遵守、管理者による職員への健康配慮と実態把握に努めているところであります。

局内においては、完全定時退庁日に局長をはじめとして、幹部職員による庁内の見廻りを実

施し、事前登録のない職員の退庁と早期退庁の呼びかけの取組を実施しているところです。

引き続き実効ある超過勤務の縮減が図られるよう、局議等を通じて管理者に対して指導して

まいります。

４の「官用車による出張が長距離化していることから、官用車の機能向上などの安全対策に

万全を期すこと」についてですが、

官用車の長時間・長距離運転については、当局においては、平成２８年１月１９日付け「官

用車による事故防止・安全運転の徹底のためのルールの制定について」及び平成３１年２月４日

付け「官用車による事故防止・安全運転の徹底について」により、原則、複数の職員による計画

とする等、具体的に指導しているところであり、引き続き指導・監督に当たるよう管理者に徹底

してまいります。

また、官用車による出張を命じる場合は、無理のない運行計画を立てるとともに、職員の体

調や健康状態に配慮し、安全運転に万全を期すよう指導しているところです。

さらに、官用車の安全対策については、これまでも車両更新時に、エアバックやアンチロッ

、 、 、ク・ブレーキ・システム 衝突回避支援機能等の安全装置に加え 事故防止や事故時の証拠保全

効率的な運転のため、バックモニターやドライブレコーダー、カーナビ等の装着も行っていると

ころです。

５の「セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等を根絶する」及び「風通しのよい

職場を構築すること」についてですが、

セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハ
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ラスメントについては、職員の人格、人権を侵害し、心身に深刻な影響を与えるばかりか、職場

の秩序を乱すことから、断じて許すことのできないものと考えています。

当局においては、これまでも、各種の研修におけるハラスメントの講義に加え、防止に向け

た啓発に努めているところです。

また、個別相談員を配置するとともに、毎年１２月にはハラスメント防止週間を実施し、職場

研修や職員掲示板の活用により、職員への啓発や苦情相談体制の周知を行っているところです。

、 。日常的にハラスメント防止の徹底に努め ハラスメントのない職場づくりを進めてまいります

Ⅱの１の「 農林水産省職員の心の健康づくりのための指針』及び『農林水産省職員の心の健『

康づくりのための運用方針について』に基づき、北陸農政局における、カウンセリングや『試し

出勤』など職場支援対策に万全を期すこと」についてですが、

当局においては、メンタルヘルスの予防、相談体制としてカウンセリングルームを開設し、専

門家による相談を受けられるように措置しているほか、管理者等に研修を受けさせるなど、日頃

から職員の言動・行動に目配りし、少しでも異変を感じた場合には、健康管理医に相談するなど

の対応をとるよう指導しております。

また、ストレスチェックについては 「農林水産省ストレスチェック制度実施要領」に沿って、

今年度も実施する予定です。

なお、休職者の復帰にあたっては 「試し出勤」制度を活用し、職場復帰に関する不安を緩和、

するとともに、職場の管理者、人事担当、厚生担当、健康管理医が連携することにより、円滑な

職場復帰ができるよう努めているところです。

Ⅲの「障がい者雇用について」ですが、

当局においては、本局において障害者雇用を積極的に進めているところであり、雇用にあたっ

ては、職場において同僚や上司がその障害特性について理解し、共に働く上での配慮が必要とさ

れていることから、労働局と連携しサポーター養成講座等を開催しているところです。また、相

談体制を整備するなど、障害のある人が意欲や能力、適性を発揮し、生き生きと活躍できる環境

整備を進めてまいります。

最後に、Ⅳの「労使関係について」です。

引き続き、管理職が率先して職員とのコミュニケーションを図り、業務を円滑に行うことがで

きる環境づくりに努めてまいります。

また、北陸農政局における労使交渉については、平成２１年７月に労使間で合意した「農林水

産省における新たな労使関係の構築に関する基本方針」に基づき、予備交渉を効果的かつ効率的

に実施するなど、適切に対応してまいります。

以上です。

（大滝中央執行委員）

今ほど、要求事項について回答があったところですが、現場実態を踏まえ小坂より発言させ

ていただく。

（小坂中央執行委員）

要求事項に対する回答を踏まえ、４点について申し上げるので、再度当局見解を求めます。
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１点目は、労働条件の改善について、超過勤務の上限措置を踏まえた超過勤務の縮減について

です。

我々が６月に実施した労働条件点検アンケートでは、昨年度の実態であるが上限目安時間の３

６０時間、他律的な業務の上限時間である７２０時間を超えたとの結果が出ています。日頃から

超過勤務の縮減に向けた組織マネジメントを行っていくことが重要であり、管理職及び各職員が

超過勤務の状況を常日頃から意識しつつ、実効性の高い超過勤務の縮減に取り組む必要があると

考えます。

超過勤務の上限規制に関し、４月以降、具体的にどのような対応をとってきたのか伺います。

さらに、上限時間を超えて超過勤務を命令できる特例業務の指定はどのような状況となってい

るのか伺います。

２点目は、ハラスメント防止策の徹底についてです。

私たちは、秋季年末及び春季において「労働条件点検期間」を設定し、当局によるセクハラ・

パワハラと受け止められる実態を検証し、課題や問題を把握するなど、明るく働きやすい職場の

構築に向けて対策を強化してきました。

パワハラは、職員の権利や人権、生存権を侵害する犯罪行為であり、断じて容認することはで

きません。

北陸農政局管内全ての職場からパワハラをはじめとするハラスメントを根絶するため、管理者

に対する更なる指導の徹底と的確な対処を重ねて求めます。

３点目は、障がい者雇用についてです。

先ほど、障がい者の就労を積極的に進め、相談体制の整備などを行っているとの回答が示され

ました。

障がい者が安心して働き続けることができるよう、職員の理解促進を図る研修等、理解と思い

やりの職場環境づくりについて、具体的にどのように対応しているのか伺います。

４点目は、労使関係についてです。

先ほど、管理職が率先して職員とのコミュニケーションを図り、業務を円滑に行うことができ

る環境づくりに努めて行くとの回答が示されました。

コミュニケーションが不足すると職場の雰囲気が悪くなります。今後も、その都度、職員と意

見交換を行うなど、コミュニケーションを図っていくことを求めます。

（大坂総務管理官）

ただいまの発言について、見解を述べます。

１点目の「超過勤務の上限規制を踏まえた対応について」ですが、

４月以降、管理職員に対して、各種会議等で当該措置について周知徹底してきたところです。

また、平成３１年４月９日付け地方課長通知「超過勤務の上限規制に伴う勤務管理について」を

受け、平成３１年４月１１日付けで総務管理官通知「超過勤務の上限規制に伴う勤務管理につい

て」を管内勤務管理者あてに発出し、業務の必要性・効率化・簡素化を常に意識し、必要に応じ

て随時見直しを行う、特定の職員の超過勤務時間が著しく多い場合は、部課（所）内で係や課の

垣根を越えた支援体制の構築、業務分担の見直しを行う、超過勤務の事前命令を徹底する、など

を指示したところです。

次に 「特例業務の指定について」ですが、現時点で、当局において特例業務として指定され、

たものはありませんが、今後指定が必要な事態が発生した場合は、適切に対応してまいります。

２点目の「ハラスメントの防止等の徹底について」ですが、
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繰り返しとなりますが、ハラスメント防止のため、各種研修等を通じて、職員への啓発や管理

職への指導を行ってきたところであり、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、適切に対

応してまいります。

３点目の「障がい者雇用について」ですが、

当局においては、障害者を雇用する際に、管理職員だけでなく一般職員も含めてそれぞれの障

害に関して正しく理解されることが必要との認識の下、平成３０年１１月及び本年５月に「精神

・発達障害者しごとサポーター養成講座」及び「障害者就職面接会サポート講座」を開催したと

ころです。

また、雇用された職員の状況を見ながら、必要に応じて相談等のフォローアップを行っている

ところです。

今後とも、障害者が能力を発揮し活躍できる職場づくりに努めてまいります。

４点目の「労使関係について」ですが、

引き続き、管理職が率先して職員とコミュニケーションを図るよう指導してまいります。

（大滝中央執行委員）

これまで申し上げたとおり、労働条件に大きな影響を与える多くの事項が具体化される中、

組合員は組織の将来や自らの生活への不安を募らせる一方で、それぞれの職場で国民の期待に応

えるため、多発する自然災害からの復興・復旧や各種施策の遂行に懸命に対応しています。

要求事項はいずれも私どもの労働条件の維持・改善を求めているものである。引き続き、要求

の前進に向けて最大限対応いただくよう求めます。

（大坂総務管理官）

本日は、超過勤務の縮減やハラスメント防止など、多くの課題について職員の切実な声を聞か

せていただきました。

当局としても、本日の交渉を踏まえ、職員が今まで以上に安心して働きやすく、明るく風通し

の良い職場となるよう、引き続き努力してまいります。

（走出総務課長）

以上をもちまして本日の要求交渉を終了します。

以 上






